
自主防災組織活動への補助金について 

 平成２９年度から自主防災組織活動事業費補助金交付要綱を一部改正し、防災訓練の実施

に加え、災害時要配慮者への支援体制作りを行う自主防災組織に対しても、事業に係る経費

に対し補助金（上限：備蓄・訓練等事業２５万円、要配慮者事業 6 万円）を交付します。 

 

【本事業の進め方】 

１年間の事業計画を立てましょう！ 

【備蓄・訓練等事業】 

いつ、どのような防災訓練を行うか、どんな防災資機材を整備す

るか。防災講話などを実施するか。 

【要配慮者事業】 

いつ会議を開催し、要配慮者の状況確認をするか。 

※ 必須要件・・・「連絡体制表整備」「情報伝達実施」 

 
【共通】申請は、防災危機管理課、福祉保健課または最寄りの支所

にてお願いします。 

 

 
【共通】申請した事業について、補助金の交付決定をした旨の文書

が市から届きます。 

 
【備蓄・訓練等事業】 

物品等購入の際には領収書を発行してもらってください。 

物品や事業実施の様子を写真撮影しておいてください。 

【要配慮者事業】 
活動費を支給する場合は、受領書に受領印をもらってください。 
活動費以外の経費は、領収書を発行してもらってください。 

 
【共通】実績報告書を提出してください。 

※ 振込みを希望する通帳（口座名義が分かるもの）の写しを、 

お持ちください。 
 
 

【共通】最終的に補助金額を確定した旨の文書が市から届きます。 

請求書および委任状を提出してください。 

 

 
【共通】指定した口座に、市から補助金が振り込まれます。 

 

 

 

①自主防災組織で 

年間事業計画を 

作成する 

②補 助 金 申 請 

③交付決定通知書 

が市から届く 

④事 業 実 施 

⑤実 績 報 告 

年度末まで 

（３月３１日） 

⑥交付確定通知書 

が市から届く 

⑦市から補助金が 

振り込まれる 

※ご不明な点や事業の相談につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 【備蓄・訓練等事業】 

防災危機管理課 ＴＥＬ：５３７－５６６４（大分市役所 別館 5 階） 

 【要配慮者等事業】 

福祉保健課   ＴＥＬ：５８５－６０２２（大分市役所 第２庁舎２階） 

 


